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　今回は、平成26年1月からすでにスタートして
いるＮＩＳＡ【ニーサ】少額投資非課税制度につい
てです。今年度の税制改正でＮＩＳＡの一部に改
正が行われます。そこで、そもそも「ＮＩＳＡとはどの
ような制度か」「どのような税制改正が行われる
のか」について解説します。
　株式や投資信託など投資を始めるためには、
最初に金融機関で「口座開設」を行います。口座
開設は、購入した投資商品を管理してもらうため
です。その際、売却や分配金、配当金などの税金
をどうするかを決めます。選択肢は3つあり、①税
の申告と納税を販売会社に任せる「特定口座
（源泉徴収あり）」、②税金の申告に必要な書
類は販売会社に作成してもらい、申告と納税は
自分で行う「特定口座（源泉徴収なし）」、③税
金の計算を自分で行い自ら申告をする「一般
口座」です。
　投資信託や株式等に対する税率は、平成26
年から預金利息と同様に20.315％（復興税
2.1％含む）となりました。平成26年1月1日から
スタートしたＮＩＳＡは、この20.315％の税金がか
からない、非課税になるという制度です。そのた
めには、各年の取引の記録を他の口座と区別し
て管理しなければなりません。この非課税口座を
「ＮＩＳＡ（ニーサ）口座」と言います。ＮＩＳＡを利用
するためには、ＮＩＳＡ口座を開設する必要がある
わけです。
　つまり、金融機関にＮＩＳＡ口座を開設すると、そ
のＮＩＳＡ口座内の株式や株式投資信託などの配
当・分配金や譲渡益が非課税で管理されるとい
うことです。ＮＩＳＡ口座が開設できるのは、一つの

金融機関だけで、ＮＩＳＡ口座を開設しようとする
年の1月1日に20歳以上で、日本に居住してい
る人なら誰でも開設できます。ただし、ＮＩＳＡ口
座内に受け入れることができる金額は毎年
100万円までで、最長５年間、最大で500万円
までです。なお口座開設可能期間は現在10年
間となっていますが、10年間は、上記の図表の
勘定設定期間のように、4年間・4年間・2年間と
なっていて、それぞれに基準日が設けられてい
ます。平成26年のＮＩＳＡ口座開設は、第1勘定設
定期間の口座開設に当たり、基準日の平成25
年1月1日時点の日本の居住を確認するため
に、住民票の写し等を手続きの際に提出するこ
とになっています。
　今回のＮＩＳＡの税制改正ですが、改正前は、
先ほどの設定期間の4年間は口座開設した金
融機関の変更ができない制度でしたが、改正に
よって、平成27年1月1日から毎年金融機関を
変更することができるようになります。つまり、今
年Ａ金融機関で口座開設をすると、4年間はＡ
金融機関の商品しかＮＩＳＡ口座の利用ができな
かったのですが、来年からは手続きをすれば、1
年ごとに金融機関の変更が
でき、別の金融機関の商品も
利用が可能となるわけです。
投資に関しては、正しい知識
を身に付けることが大切で
す。知識を身に付けて、ＮＩＳＡ
を上手に利用したいですね。
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■時間相談 ……1時間まで3000円　2時間まで5000円
　教育資金・老後資金・相続・住宅ローン・保険の見直しや商品選択、確定拠出年金など何でも相談できます

■マイホーム資金・住宅ローン相談 ………………… 3万円
　無理のない予算額、頭金や購入時期、最適な住宅ローン・生命保険・火災保険など、マイホーム購入にまつわる
　マネープランについて何でも、マイホーム購入まで時間を気にせず相談できます

■退職資金・マネープラン相談 ……………………… 3万円
　退職後の手続き、年金や保険、退職資金計画など退職後の生活設計について何でも、
　時間を気にせず相談できます

要予約
●平日/10:00～19:00 ●土日/10:00～17:00
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今回の
数字 27年１月１日ＮＩＳＡの口座金融機関の変更が可能に

設定期間 基準日
第1勘定設定期間（4年間） 平成26年1月１日～29年12月31日 平成25年1月1日
第2勘定設定期間（4年間） 平成30年1月1日～33年12月31日 平成29年1月1日
第3勘定設定期間（2年間） 平成34年1月1日～35年12月31日 平成33年1月1日


